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～働きがいのある香川
ひとりひとりが輝くみらいのために～

最重点項目

◎ 個人の主体的なキャリア形成の促進と労働移動の支援

◎ 多様な人材が活躍できる職場環境の整備

◎ 賃金の引上げに向けた支援の促進
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行政運営方針
１ 新型コロナウイルス感染症の雇用への
影響を踏まえた総合労働行政機関としての
施策の推進

• 雇用環境・均等室をはじめ四行政分野（労働基準、職業安定、
雇用環境・均等、人材開発）における一体的な雇用・労働政策
について、以下の取組を実施

ア 各種情報を共有し、大量整理解雇のおそれ、障害者虐待
等の事案について、合同で指導、啓発等を実施

イ 働き方改革の取組を推進するための説明会の開催

ウ 「くるみん」・「えるぼし」・「もにす」・「ユースエール」の認定
通知書交付

エ 各種周知広報の協力

• 昨年設置した全国に先駆けて雇用環境・均等室と職業対策課
で取り扱う助成金をワンストップで受け付ける助成金センターの
周知等に努めるとともに、同センターにおいて、一体的に助成
金業務を行うことにより、事業主への支援を強化。

上半期の主な取組
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行政運営方針
２ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援
の推進等

（１）最低賃金・賃金の引上げに向けた生産
性向上等に取り組む企業への支援

• 業務改善助成金の活用を促進するため、香川県及び県内の17
市町の商工労働部門及び広報部門に周知依頼し、広報誌への
掲載依頼（７月～）

• 中小企業・小規模事業者の事業主等が多数参加する各種集団
指導時に業務改善助成金にかかるリーフレットを配布し、周知
（７月～）

• 当局オリジナルの業務改善助成金の周知用ポスターとリーフ
レットをそれぞれ２種類（制度改正前と改正後のもの）作成し、
ポスターを高松駅をはじめとした香川県内の乗降客の多い主
要駅に８月下旬から12月上旬にかけて掲示するとともに、各労
働基準監督署、各公共職業安定所においてポスターの掲示及
びリーフレットを配布（８月～）

上半期の主な取組

（ポスター制度改正前） （ポスター制度改正後）
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行政運営方針
２ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援
の推進等

（１）最低賃金・賃金の引上げに向けた生産
性向上等に取り組む企業への支援

• 定期監督等において賃金引上げの働きかけを実施
① 事業場の業種・職種等に合わせた賃金額がわかる資料の
配布

② 賃金引き上げに係るＷｅｂページ、各種助成金等の支援施
策等の情報提供

上半期の主な取組

賃金引上げに係る働きかけ実施件数 ４３４件

（９月末現在）

（賃金額がわかる資料） （賃金引き上げ特設ページ）6



行政運営方針
２ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援
の推進等

（１）最低賃金・賃金の引上げに向けた生産
性向上等に取り組む企業への支援

• 「香川働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓
口における、生産性向上に取り組む事業者等に対する支援の
実施。

• 賃金引上げに係る助成金に係る相談体制の確保。

「業務改善助成金」申請件数（９月末） 147件

「働き方改革推進支援助成金」申請件数（９月末） 56件

上半期の主な取組
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行政運営方針
２ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援
の推進等

（２）最低賃金制度の適切な運営

• ７月４日に香川地方最低賃金審議会に香川県最低賃金の改正
について諮問を行い、８月７日に同審議会から香川県最低賃金
（時間額878円）を40円引上げ918円に改正すべきとの答申を踏
まえて改正決定し、10月１日より発効

• 改正された香川県最低賃金の履行確保のため、最低賃金の改
正について当局ホームページに掲載して周知

• 香川県及び県内の市町、各種団体等にポスター等を送付して
周知広報依頼及び、最低賃金の減額特例許可事業場等の個
別の事業場に最低賃金や業務改善助成金の周知用のリーフ
レットを送付して周知

• 改正された最低賃金の発効日前の９月29日に、香川労働局職
員及び香川地方最低賃金審議会の会長ほか委員の総勢20名
でＪＲ高松駅前で、通行人にリーフレット等を配布して周知

• ９月29日の周知活動について、事前に記者発表を行い、テレビ
局２社、新聞社１社の取材を受け、当日のニュースで放映され
るなど、広く県民に周知

上半期の主な取組

周知依頼 344機関 ・団体

資料送付 704件

（９月末現在）

（香川県最低賃金周知用ポスター） 8



行政運営方針
２ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援
の推進等

（２）最低賃金制度の適切な運営

上半期の主な取組
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行政運営方針
２ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援
の推進等

（３）監督署と連携した同一労働同一賃
金の徹底

（４）賃上げの原資確保に向けた取組

• 監督署の監督指導において、同一労働同一賃金に関する確認
をし、パート労働者、派遣労働者等の非正規労働者の基本給、
賞与、各種手当、休暇制度等の待遇について企業から情報収
集の実施

• 雇用環境・均等室及び安定部において、情報を活用した指導
監督の実施

※詳しい取り組みは、５（２）に記載。

• 「価格転嫁円滑化に関する協定」を締結

① 各種コストの上昇分を適切に価格転嫁することの機運を醸
成することを目的

② 県、国、経済団体、労働組合計12機関・団体で締結

③ 各種広報による周知を実施

• 「下請けたたき」等の存在の確認
監督指導において、賃金の引上げの意向を持たない下請事
業者等を把握した際、確認シートを配布して確認を実施

上半期の主な取組

確認シート配布件数 112件

（９月末現在）

協定締結式の様子 10



行政運営方針
３ 個人の主体的なキャリア形成の促進

（１） 地域のニーズに対応した職業訓練の

推進等

• 「令和５年度香川地域職業訓練実施計画」では介護・医療・福
祉分野に重点を置き、関係機関と連携した周知、ハローワーク
職員を対象とした訓練施設見学会を開催し、受講者の確保を
図った

• 同じく重点を置いているデジタル分野では、計画定員数を拡充
し、香川県や（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「高
障求機構」という。）と協働のうえ訓練機関の開拓等を実施

• 香川地域職業能力開発促進協議会の下部組織であるワーキ
ンググループにおいて、訓練効果の把握・検証を目的として、
訓練修了者等へのヒアリングを実施

【公的職業訓練実績（９月末時点）】

上半期の主な取組

令和４年度 令和５年度 対前年比

訓練受講者数 603人 644人 6.8％

定員充足率 66.6％ 71.5％ 4.9P
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行政運営方針
３ 個人の主体的なキャリア形成の促進

（２） キャリア形成・学び直し支援センターと

の連携によるキャリア形成と学び直しの

支援

• 労働者等のキャリア形成や学び直しを支援するため、令和５年
度より「キャリア形成・学び直し支援センター」を創設し、キャリ
アコンサルティングや訓練情報の提供を実施

• 当該センターの利用促進に向け、ハローワークを利用する労働
者等に利用を案内

• ハローワークでのセミナー開催、労働局主催の就職面接会で
周知を行うなど、連携した周知・広報活動を実施

【キャリア形成・学び直し支援センター事業実績（９月末時点）】

上半期の主な取組

キャリアコンサルティング相談件数 95件

ジョブ・カード作成件数 193件
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行政運営方針
３ 個人の主体的なキャリア形成の促進

（３） デジタル分野における新たなスキルの

習得による円滑な再就職支援

• デジタル分野の訓練について訓練コースの開拓に取り組み、
12月より新設コースを開講するなど、訓練コースの拡充を図っ
た

• デジタル分野の訓練受講者確保に向け、求職者への的確な説
明を目的として、ハローワーク職員を対象に、訓練機関による
コース説明会を開催

• 訓練受講者の就職実現に向け、ハローワーク内で訓練受講者
の修了状況を共有し、マッチング支援を実施

【デジタル分野職業訓練実績（９月末時点）】

上半期の主な取組

令和４年度 令和５年度 対前年比

開講定員数 76人 108人 42.1％

受講者数 60人 91人 51.7％
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行政運営方針
３ 個人の主体的なキャリア形成の促進

（４） 雇用維持及び在籍型出向等の取組の

支援

• 香川労働局ホームページのトップページに開設している「在籍
型出向支援コーナー」において、在籍型出向や産業雇用安定
助成金について周知

• 商工会議所等の関係機関に対し、会員企業への制度活用に向
けた周知等を依頼・実施

• 香川県、公益財団法人産業雇用安定センター香川事務所と共
催で、事業主向けに「令和５年度 第１回 在籍型出向支援セミ
ナー」を開催（９月８日オンラインにて実施）

参加企業・団体数：34社

産業雇用安定助成金の取扱状況（９月末時点）

支給申請受理件数・・・・・・・・・・・17件

上半期の主な取組
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行政運営方針
３ 個人の主体的なキャリア形成の促進

（５） 雇用関係助成金の更なる活用勧奨

• 労働局長・部長等の幹部職員が経済団体や関係機関を訪問し、
傘下企業等へリーフレットの配布を依頼する等、積極的な助成
金の活用促進を実施

上半期の主な取組

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、適用した場合に助成。
【３％以上】５（３．３）万円 【５％以上】６．５(４．３)万円

◎ キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）

成長分野（デジタル、グリーン）関係業務に、就職が困難な者を未経験職種で採用し、人材育成及び
５％以上の賃金引上げを行う場合に助成。 【助成額】90（75）～360（150）万円

◎ 特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）

（スキルアップ支援コース）
労働者の人材育成を在籍型出向で行い、出向復帰後６か月の各月の賃金を出向前賃金と比較して
いずれも５％以上の賃金引上げを行う場合、出向元事業主に賃金の一部を助成。【出向中の賃金のうち出向元が負担す
る額又は出向前の賃金の１/２の額のいずれか低い額の２/３（１/２）の額】

（事業再構築支援コース）
事業活動の一時的縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行い、当該事業再編に必要
な新たな人材を雇い入れた場合に助成。 【1人あたり280（200）万円】

◎ 産業雇用安定助成金

「再就職援助計画」の対象者を、離職日の翌日から３か月以内に雇い入れる場合に助成。【30～40万円】
加えて賃金を前職よりも５％以上引き上げた場合に20万円を加算。

◎ 労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成する本コースについて、45歳以上の
労働者全員の賃金を前職よりも５％引き上げた場合に助成額を加算。 【助成額】 50万円→100万円

◎ 中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）

中小企業事業主が事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った
場合の費用を助成。 【助成上限額】30万円～600万円

◎ 業務改善助成金

（事業展開等リスキリング支援コース）
新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、または、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り
入れ業務の効率化等を図るため、人材育成に取り組む事業主に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成。
【経費助成率】75（60）％ 【賃金助成額（１人１時間）】960（480）円

（人への投資促進コース）
企業内で人材育成を行う場合、サブスクリプション型の研修サービスを利用した「定額制訓練」や労働者が
自発的に受講する「自発的職業能力開発訓練」等を行った場合に訓練経費等の一部を助成。（※）
【経費助成率】＜定額＞60（45）％ ＜自発的訓練＞45％
※ 高度デジタル人材訓練等を実施した場合には、訓練経費に加えて賃金等の一部も助成

１.労働者の賃上げ支援

２.人材の育成・活性化

有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成。加えて、人材開発支援助成金を活用した特定の訓練終了後に正社員化し
た場合は一定額を加算。 【正社員化】57(42.75)万円 【訓練加算】9.5～11万円

◎ キャリアアップ助成金（正社員化コース）

◎ 人材開発支援助成金

３.賃金の上昇を伴う労働移動の円滑化

【令和５年４月１日現在】

労働時間の削減等に取り組む中小企業事業主の生産性向上に向けた取組を支援するとともに、賃上げを行った場合に助成
上限額を加算。 【賃上げ達成時加算額】15万円～160万円

◎ 働き方改革推進支援助成金

「労働者の賃上げ支援」「人材の育成・活性化」「賃金上昇に伴う労働移動の円滑化」の取組について
～雇用関係助成金による事業主への支援策～

（）内は中小企業以外の助成
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（１） 労働市場の強化・見える化

①改正職業安定法の施行及び民間人材
サービス事業者への指導監督の徹底

• 令和４年10月に施行された改正職業安定法の周知及び指導監
督の実施

• 労働者派遣法の違反又はその疑いを把握した場合に派遣元事
業主の指導監督を実施する等、労働者派遣法及び職業安定法
をはじめとする労働関係法令の適正な運営の確保を図った

【指導監督実績（９月末時点）】

上半期の主な取組

派遣元事業所 職業紹介事業所

実施件数（件） 57 25
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（１）労働市場の強化・見える化

②円滑な労働移動に資する情報等の整備

• 日本版O-NET（通称 job tag）について以下の周知を実施

➢ハローワークの支援を行う中で、仕事に対する知識が不足して
いたり、適職が分からず迷いがある求職者に対してリーフレット
を手交

➢中学・高校の連絡会議や大学の出張相談等において、リーフ
レットを活用して進路指導担当者・生徒・保護者・支援機関等の
担当者に対して周知

➢ハローワーク土庄では、月１回実施している就職支援セミナー
演習コースで job tagについて周知

上半期の主な取組
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（１）労働市場の強化・見える化

②円滑な労働移動に資する情報等の整備

• ジョブ・カードについては、「訓練受講希望者等に対するジョブ・
カード作成支援推進事業」によるセミナー開催などにより、活用
を促進

• 令和４年10月に公開したウェブサイト「マイジョブ・カード」につい
て、労働局ホームページ、Instagramを活用した周知・普及を実
施

ジョブ・カード作成者数（７月末時点）

866人（対前年比27.2％増）

上半期の主な取組
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（２）賃金上昇を伴う労働移動の支援

①就職困難者の賃上げを伴う労働移動等
の推進

賃金引き上げコーナー

• 人材の活性化を通じた賃金上昇の好循環の実現を目指すため、
令和４年度より拡充された「特定求職者雇用開発助成金」
（※（６）参照）、「労働移動支援助成金」、「中途採用等支援助
成金」の周知・広報を実施

• 労働局助成金センター内に、事業所の賃金引き上げの取組を
支援する施策に特化した「賃金引き上げコーナー」を新たに設
け、リーフレット等を配架し周知を実施

上半期の主な取組
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（２）賃金上昇を伴う労働移動の支援

②求人充足サービスの強化

• 充足の可能性を高めるための賃上げ等の条件向上指導を実
施。条件向上に繋がった求人については、ピックアップ求人とし
てハローワークエントランスでの掲示や求職者への情報提供等
の支援を実施

• 事業所訪問により得た情報を基に写真や動画を含めた企業
リーフレットを作成して来所者への情報提供等を実施

充足数（９月末時点）：7,291件

ピックアップ求人

上半期の主な取組
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（２）賃金上昇を伴う労働移動の支援

③地域雇用の課題に対応して良質な雇用
の実現を図る香川県の取組等の支援

• 地域雇用活性化推進事業では、小豆郡地域の「島ワークプロ
ジェクト」を令和４年10月より実施。デジタルの活用等をテーマ
とした事業所及び求職者向けのセミナーや企業説明会・面接会
等を開催し、ハローワークと連携した取組を実施

（地域雇用活性化事業の小豆郡地域の事業構想）

上半期の主な取組
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（２）賃金上昇を伴う労働移動の支援

④「雇用対策協定」による地方自治体との
連携

• 香川県との「香川県雇用対策協定」に基づき、「令和５年度香川
県雇用対策協定に基づく事業計画」を策定し、各種雇用対策を
香川県と労働局の共同で実施

「香川県雇用対策協定」概要版（抜粋）

• 昨年、雇用対策協定を締結した観音寺市及び三豊市について
も、それぞれ令和５年度の事業計画を策定し、各種雇用対策を
市と労働局の共同で実施

上半期の主な取組
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（２）賃金上昇を伴う労働移動の支援

④「雇用対策協定」による地方自治体との
連携

• ハローワーク高松と雇用対策協定を締結している三木町とは、
求人情報の提供やマザーズハローワークの出張相談（高松所）
等を実施

• 市町村連携型地域職業相談室である「ふるさとハローワーク」
を善通寺市と連携・実施し、市民への周知及び就職支援を実施

令和５年９月末時点の実績 就職率48.4％ （目標47.1％）

上半期の主な取組
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テキストを入力

行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（２）賃金上昇を伴う労働移動の支援

⑤都市部から地方への移住を伴う地域を越
えた再就職等の支援

• ６月11日に香川県が東京にて開催した移住フェアについて、ハ
ローワーク職員を２名派遣し、移住希望者に対して職業相談を
実施

• ハローワーク土庄において、移住希望者に対して月１回オンラ
イン相談を実施

• 労働局及びハローワークの開催するイベント情報等を移住コー
ナーのある東京・大阪のハローワークにおいても周知を実施

移住フェア

上半期の主な取組
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（２）賃金上昇を伴う労働移動の支援

⑥就職困難者のデジタル分野への労働移
動の推進

• 特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コー
ス）について、ハローワークでの紹介時の事業所への説明、助
成金センターでのリーフレット配架、及び労働局から事業所へ
のリーフレット郵送などにより活用を促進

上半期の主な取組
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（３）継続的なキャリアサポート・就業支援

①ハローワークの職業紹介業務のオン ライ
ン・デジタル化の推進及び求職者支援

• 来所せずにオンラインにて支援を受けることが可能であること
を周知する等、ハローワークのオンラインサービスを推進

ハローワークインターネットサービス求職者マイページ利用率

（９月末時点）：42.4％

上半期の主な取組
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（３）継続的なキャリアサポート・就業支援

②人材確保対策コーナーでの支援、「医療・
福祉分野充足促進プロジェクト」の推進

人材確保分野の情報ブース

• ハローワーク高松に設置している「人材確保対策コーナー」を
中心に、関係団体等と連携した人材確保支援の充実を図るとと
もに、人手不足分野の魅力等を発信することによる潜在求職者
の積極的な掘り起こし、求人充足に向けた条件緩和指導等に
よりマッチング支援を実施

【「人材確保対策コーナー」実施状況（９月末時点）】

上半期の主な取組

令和４年度 令和５年度 対前年比

新規支援対象求人件数 1,192 1,348 13%

新規支援対象求人数 2,176 2,162 -1%

支援対象求人に係る充足数 435 682 57%

新規支援対象者数 641 741 16%

支援対象者に係る就職件数 528 561 6%
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（３）継続的なキャリアサポート・就業支援

③雇用と福祉の連携による、離職者への介
護・障害福祉分野への就職支援

• 訓練施設や内容への理解を深め、的確な訓練誘導を行うため、
ハローワークの窓口職員を対象とした訓練施設見学会を実施

• ハローワークで開催する福祉分野の面接会やセミナー参加者
に対しても訓練コースを周知し、受講者の確保を図った

• 訓練中にハローワークの求人票を訓練機関に提供するととも
に、訓練修了１ヶ月前には職業相談を実施するなど、連携した
就職支援を実施

【介護・障害福祉分野実績（９月末時点）】

上半期の主な取組

令和４年度 令和５年度 対前年比

訓練受講者数 43人 53人 23.3％

定員充足率 55.8％ 68.8％ 13.0P
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（３）継続的なキャリアサポート・就業支援

④ハローワークの就職支援ナビゲーターに
よる求職者の状況に応じたきめ細かな担当
者制支援

• 雇用保険受給者の早期再就職支援、若年者支援、長期療養者
支援等の就職支援ナビゲーターによる担当者制支援を実施

雇用保険受給者の早期再就職件数（７月末時点）：1,414件

上半期の主な取組
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（３）継続的なキャリアサポート・就業支援

⑤求職者支援制度による再就職支援

イベント参加による制度周知

• 令和５年４月～９月において、求職者支援訓練を18コース開講
し、204人が受講

• オンラインコース等の設定を促進しており、オンラインコースを２
コース、当県では初開講となるeラーニングコースを３コース開
講予定

• 訓練を必要とする人に情報が行き届くよう、周知・広報を実施

➢香川労働局職業安定部SNSを活用した周知

➢Tver、YouTubeを活用した周知

➢各種イベントへの参加

上半期の主な取組
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行政運営方針
４ 安心して挑戦できる労働市場の創造

（３）継続的なキャリアサポート・就業支援

⑥地方公共団体と連携したハローワークに
おける生活困窮者等に対する就労支援

• 地方公共団体や自立支援センターを構成員とする生活保護受
給者等就労自立促進事業協議会を開催し、情報共有、連携強
化を図り、チーム支援を実施

• 高松市役所庁舎内へのハローワークの常設窓口であるハロー
ワーク高松・ジョブコーナーの設置により、ハローワークと地方
公共団体が一体となって、早期かつきめ細かな就労支援を実
施

• 令和５年８月にはすべてのハローワークで地方公共団体に臨
時窓口を設置し、児童扶養手当受給者を中心に職業相談等を
実施

【生活保護受給者等支援状況（８月末時点）】

上半期の主な取組

令和４年度 令和５年度

支援対象者数 228 191

就職者数 185 154

就職率 81.1％ 80.6％
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（１）女性活躍・男性の育児休業取得等の促
進

①女性活躍推進法及び男女雇用機会均等
法の履行確保

• 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や情報
公表義務企業に対する文書周知

【一般事業主行動計画の策定状況（令和５年９月末日現在）】

• えるぼし等の認定制度周知について、次の取組を実施

ア 労働局のホームページへ掲載

【えるぼし認定状況（令和５年９月末日現在）】

１段階目 ０社 ２段階目 ５社 ３段階目 13社 プラチナ ０社

上半期の主な取組

企業規模
（常時雇用労働者数）

対象企業数
（社）

届出企業数
（社）

届出率

301人以上 113 113 100.0％

101人以上300人以下 332 329 99.1％

100人以下 ― 150 ―
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（１）女性活躍・男性の育児休業取得等の促
進

①女性活躍推進法及び男女雇用機会均等
法の履行確保

イ 認定企業、制度説明に係る記者発表（今年度２件）

ウ 労基かがわ６月号、８月号への掲載

エ 関係団体研修会等での講義

オ ハローワーク職員への研修の実施

• 労働者数３０１人以上の事業主に対する「男女の賃金の差異」
に係る情報公表への周知・徹底として次の取組を実施

ア ６月に対象事業場への周知文の発送

イ 公表未実施事業場への電話督促

【男女の賃金の差異の公表状況（令和５年９月末日現在）】

ウ 労基かがわ８月号への掲載

• 男女雇用機会均等法の履行確保の実施について、次の取組
を実施

ア 安定所主催の求人説明会における説明

イ 情報に基づく報告徴収を実施

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（１）女性活躍・男性の育児休業取得等の促
進

①女性活躍推進法及び男女雇用機会均等
法の履行確保

• 妊娠等を理由とする不利的取扱いの禁止、外国人労働者も
法律の対象となることについて、次の取組を実施

ア 情報に基づく報告徴収を実施

イ 「技能実習法に係る四国地区地域協議会」での周知

【協議会において周知説明用資料】

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（１）女性活躍・男性の育児休業取得等の促
進

②男性が育児休業を取得しやすい環境の
整備に向けた企業の取組支援

• 改正育児・介護休業法、仕事と育児、仕事と介護の両立ができ
る環境整備について周知を行うため、次の取組を実施

ア かがわ子育て県民会議等の外部会議等での講演

イ 関係機関の説明会等を利用した資料の配布

• 労働者の権利侵害が疑われる事案等を把握した場合の積極
的な報告徴収の実施

【育児・介護休業法に基づく報告徴収の実績（令和５年９月末日現在）】

上半期の主な取組

実施事業場数 法違反の内容 助言件数

68事業場

育児休業制度（出生時育児休業含む） 28件

子の看護休暇制度 18件

雇用環境整備 40件

所定労働時間短縮措置関係 56件

個別周知・意向確認関係 7件

介護休業制度 20件

介護休暇制度 18件
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（１）女性活躍・男性の育児休業取得等の促
進

②男性が育児休業を取得しやすい環境の
整備に向けた企業の取組支援

• 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定義務企業
へ文書周知

【一般事業主行動計画策定状況(令和５年９月末日現在）】

• くるみん、プラチナくるみん等認定制度について広く周知

• 周知啓発について、以下の取組を実施

ア 労働局ホームページへの掲載

【くるみん認定状況(令和５年９月末日現在）】

上半期の主な取組

企業規模
（常時雇用労働者数）

対象企業数
（社）

届出企業数
（社）

届出率

301人以上 113 112 99.1％

101人以上300人以下 332 330 99.4％

100人以下 ― 481 ―

企業規模 くるみん プラチナくるみん

301人以上 ２３ ５

101人以上300人以下 １９ ２

100人以下 ９ １
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（１）女性活躍・男性の育児休業取得等の促
進

②男性が育児休業を取得しやすい環境の
整備に向けた企業の取組支援

イ くるみん認定企業に係る記者発表（上半期２件）

ウ 労基かがわ８月号への掲載

エ ハローワーク職員への研修の実施

【広報資料】 【労基かがわ掲載資料】

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（１）女性活躍・男性の育児休業取得等の促
進

③子育て中の女性等に対する就職支援

• 一般の来所者とスペースが区別されているため、子供連れでも
安心して相談ができる専門窓口（マザーズコーナー）での就職
支援を実施

新規支援対象者数（９月末時点） ：479人
就職件数（９月末時点）：442件

• 香川県の新規事業「ビジネススキルアップ研修」について、県と
連携のうえ周知を実施

しごとプラザ高松 マザーズコーナー

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（１）女性活躍・男性の育児休業取得等の促
進

④不妊治療と仕事との両立支援

• 令和４年度に創設された不妊治療と仕事の両立支援に関する
認定制度「くるみんプラス」の周知・認定促進の実施

• 「不妊治療と仕事の両立サポートブック」、不妊治療のために利
用できる特別休暇制度の導入助成金等を活用、不妊専門相談
センターと連携を実施

• 周知啓発について、次の取組を実施

ア 不妊専門相談センターと連携したホームページの掲載

イ 香川産業保健推進支援センターのセミナーでの講義

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（１）女性活躍・男性の育児休業取得等の促
進

⑤新型コロナウイルス感染症に関する母性
健康管理措置による特別休暇制度導入等
への取組支援

• 男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置について、
妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得できる職場整備の
推進

• 職場環境整備の推進について、以下の取組を実施

ア 新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ改正された
指針について、他機関の説明会、セミナー等での周知

イ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係
る助成金の活用についての周知

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（２）同一労働同一賃金など賃金形態に関
わらない公正な待遇の確保等

①雇用形態に関わらない公正な待遇の確
保、非正規労働者の正社員化・処遇改善を
行う企業への支援

• パートタイム・有期雇用労働法の着実な履行を図るため、次の
取組を実施

ア パートタイム・有期雇用労働法の報告徴収の実施

【パート・有期法に基づく報告徴収の実績（令和５年９月末日現在）】

イ 同一労働同一賃金制度の機関紙への掲載

ウ 無料のコンサルティングの利用を希望するとの申出のあっ
た企業情報の香川働き方改革推進センターへの情報提供

上半期の主な取組

実施事業場数 法違反の内容 助言件数

79事業場

情報入手件数
254件

労働条件の文書交付に関するもの 32件

不合理な待遇の禁止に関するもの 13件

通常の労働者への転換 19件

措置内容の説明に関するもの 24件

相談のための体制整備 18件

事業主に対する援助 72件
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（２）同一労働同一賃金など賃金形態に関
わらない公正な待遇の確保等

①雇用形態に関わらない公正な待遇の確
保、非正規労働者の正社員化・処遇改善を
行う企業への支援

エ 非正規労働者の処遇改善を行おうとする企業に対する同セ
ンターの案内

【働き方センター事業の活動状況（令和５年９月末日現在）】

オ キャリアップ助成金の活用支援

【キャリアアップ助成金申請件数（令和５年９月末日現在）】

上半期の主な取組

42

実施内容 実施件数 同一同一関係（内数）

相談 312件 ―

コンサルティング 250件 32件

セミナー開催 ９件 ６件

正社員化コース 142件

障害者正社員化コース ３件

賃金規定等改訂コース 12件

賃金規定等共通化コース ０件

賞与・退職金制度導入コース ３件

選択的適用拡大導入時処遇改善コース ０件

短時間労働者労働時間延長コース ３件



行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（２）同一労働同一賃金など賃金形態に関
わらない公正な待遇の確保等

①雇用形態に関わらない公正な待遇の確
保、非正規労働者の正社員化・処遇改善を
行う企業への支援

• 監督署から派遣労働者の受入れを確認した事業所（派遣先事
業所）の情報提供を受け、労働者派遣法の同一労働同一賃金
に係る制度理解が乏しいと考えられる事業所に対して指導監
督を実施

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（３）新規学卒者等への就職支援

①新規学卒者等への就職支援

ユースエール認定通知書交付式

• ４月19日に香川県高等学校就職問題検討会議を開催し、今年
度の応募・推薦方法等について申合せを策定

• 高松市内の２大学において、定期的な出張相談を行い、９月末
までに232件の職業相談等を実施

• ユースエール認定企業について、９月末までに新たに２社を認
定

【新規学卒者等への支援状況（９月末時点（未内定者支援は６月末時点））】

上半期の主な取組

令和４年度 令和５年度

３月未内定者の
ハロワークの支援に
よる就職者数

145人のうち56人就職 68人のうち29人就職

職場定着支援 428件 392件

学卒求人開拓
（高卒・大卒等）

479件・197件 471件・180件

セミナー・模擬面接・
書類添削実施状況

(高松新卒応援)

セミナー：11回・73人
模擬面接：443件
書類添削：456件

セミナー：12回・121人
模擬面接：569件
書類添削：641件44



行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（３）新規学卒者等への就職支援

②フリーター等への就職支援

ハローワークにおける企業説明会

• わかもの支援窓口（しごとプラザ高松・

丸亀・坂出）において、個別支援を実施し、

９月末までに就職者の75.3％が正社員就職

• 心理的不安を抱える者に対しては臨床心理
士によるカウンセリングを実施

【フリーター等への支援状況（９月末時点）】

【若年者地域連携事業における支援状況（９月末時点）】

上半期の主な取組

（しごとプラザ高松） 令和４年度 令和５年度

セミナー実施状況 ５回・33人参加 ５回・31人参加

企業説明会実施状況 ６回・34人参加 ４回・38人参加

令和４年度 令和５年度

セミナー実施状況 13回・21人参加 12回・82人参加

職場見学会実施状況 ２回・25人参加 １回・６人参加

• わかもの支援窓口（しごとプラザ高松・
丸亀・坂出）において、個別支援を実施
し、９月末までに就職者の75.3％が正
社員就職

• 心理的不安を抱える者に対しては臨床
心理士によるカウンセリングを実施
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（４）就職氷河期世代の活躍支援

①ハローワークの専門窓口における専門担
当者のチーム制による就職相談、職業紹介、
職場定着までの一貫した伴走型支援

• 専門窓口のあるハローワーク高松に
おいて、サポステと月１回の連絡会議を
実施し支援体制の強化を実施

• ハローワーク高松以外においても対象
者にサポートガイドを配布し、就職のた
めのツールとして活用

• 専門窓口におけるチーム支援では、一
人一人の課題やニーズに応じた計画に
基づき、正社員就職実現のための支援
を実施

【チーム支援による就職実績等（８月末時点）】

上半期の主な取組

ハローワークにおける
就職支援セミナー

令和４年度 令和５年度

チーム支援対象者数 117人 121人

セミナー開催実績 ５回・22人参加 ６回・55人参加

ミニ面接会開催実績 ５回・40人参加 ６回・32人参加

正社員就職者数 39人 36人

• 専門窓口のあるハローワーク高松に
おいて、サポステと月１回の連絡会議を
実施し支援体制を強化

• ハローワーク高松以外においても対象
者にサポートガイドを配布し、就職のた
めのツールとして活用

• 専門窓口におけるチーム支援では、一
人一人の課題やニーズに応じた計画に
基づき、正社員就職実現のための支援
を実施
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（４）就職氷河期世代の活躍支援

②就職氷河期世代の失業者等を正社員で
雇い入れる企業への助成金等の活用

• 特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現
コース）について、労働局から事業所へリーフレットを郵送する
などの周知を実施

• トライアル雇用助成金の活用を促す等により、氷河期世代の求
職者に対する雇用機会の確保に向けた取組を実施

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（４）就職氷河期世代の活躍支援

③地域若者サポートステーションを通じた継
続的な支援

• 県内２ヶ所の地域若者サポートステーションにおいて、若年無
業者だけでなく、就職氷河期世代も含めた継続的な支援を実
施

• 登録者の確保に向けたハローワークでの説明会の開催、新た
な公開セミナーの実施等

• 登録者に対しては、コミュニケーション能力の向上や職場見学
等の支援を行うとともに、就職後には職場定着支援を実施

【地域若者サポートステーション実績（９月末時点）】

※（ ）内は内数で３５歳～４９歳

上半期の主な取組

令和４年度 令和５年度

新規申込件数 50 (15) 59 （13）

相談件数 2,123 （605） 2,635 （657）

就職者数 33 （12） 37 （10）

職業訓練受講者数 ４ （２） 12 （５）
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（４）就職氷河期世代の活躍支援

④就職氷河期世代の活躍支援のための
「かがわプラットフォーム」を活用した支援

• 令和５年６月12日に「就職氷河期世代活躍支援かがわプラット
フォーム協議会」を開催。各構成機関が一堂に会し、令和４年
度の実施状況の報告及び令和５年度以降の事業実施計画に
ついて協議

• 特設サイトでインターン（職場実習・体験）制度等の支援策を周
知したほか、シンポジウムの告知及び参加者の募集を実施

• 香川県内の「企業」「支援者」それぞれの視点から就職氷河期
世代に対する取り組みや支援の内容について、事例を交えた
パネルディスカッション形式によるシンポジウムを開催

（参加者：21名）

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（５）高齢者の就労・社会参加の促進

①70歳までの就業機会確保等に向けた環
境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う
企業への支援

• 高障求機構において実施している65歳超雇用推進助成金の
リーフレットをハローワーク窓口等に備え付け周知を実施

• 65歳超雇用推進助成金の利用を検討している事業主等を把握
した場合は、申請窓口の高障求機構へ誘導

• 高障求機構の70歳雇用推進プランナー、高年齢者雇用アドバ
イザーによる相談サービスについて、ハローワーク窓口等によ
る周知を実施

• 70歳雇用推進プランナーによる企業訪問については、ハロー
ワーク職員も同行するなど連携を図った

上半期の主な取組

50



行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（５）高齢者の就労・社会参加の促進

②ハローワークにおける生涯現役支援窓口
などのマッチング支援

• 県内４か所のハローワーク（高松・丸亀・坂出・観音寺）に設置
する「生涯現役支援窓口」において、高年齢求職者（概ね60歳
以上の者）等を対象に、高年齢者のニーズ等を踏まえた職業生
活の再設計支援や生涯現役支援チームによるマッチング支援
を実施

【65歳以上の就職支援状況（９月末時点）】

※「生涯現役支援窓口」 ４所の合計

「生涯現役支援窓口」において、生涯現役チームによるマッチン
グ支援を受けた求職者の就職率（９月末時点）

概ね60歳から64歳の就職率：84.4％ （目標82.4％）
65歳以上の就職率：84.6％ （目標79.9％）

上半期の主な取組

令和４年度 令和５年度

就職目標件数 （年間） 377件 （年間） 433件

支援対象者数 391人 469人

就職件数 300件 397件

目標進捗率 79.6％ 91.7％
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（５）高齢者の就労・社会参加の促進

④シルバー人材センターなどの地域におけ
る多様な就業機会の確保

• 高齢者の多様なニーズに対応するため、ハローワークの窓口
において、短期的・臨時的・軽易な就業を希望した求職者に対
して、シルバー人材センター等の活用を助言

• 求人を提出する事業主に対しては、求人内容・条件等により、
シルバー人材センターの活用を相談・助言

上半期の主な取組
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行政運営方針

５ 多様な人材の活躍促進

（６）障害者の就労促進

①障害者雇用の更なる気運の醸成や民間

企業に対する指導及び支援の強化

説明用資料 （障害者雇用

さらに取り組むけん（県）プロジェクト）

• 労働局の幹部職員等が中心となり、管内の500人以上規模の
企業を個別訪問し、更なる雇用促進に向けた助言等を実施

ミニ面接会 障害者の法定雇用率引上げ

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（６）障害者の就労促進

②中小企業をはじめとした障害者の雇入れ
支援等

もにす認定通知書交付式

• 障害者雇用ゼロ企業や、障害者の雇入れを行ったものの職場
定着に不安がある企業に対して、企業向けチーム支援を積極
的に周知・実施

• 障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度
（もにす認定制度）については、 ９月までに２社を認定

• 障害者就業・生活支援センターによる障害者の就労支援と生
活面の支援について効果的に実施するため、ハローワーク、障
害者職業センター、就労支援機関等と個々の求職者に応じた
ケース会議を開催し、情報を共有

【ハローワークにおける障害者職業紹介状況（９月末時点）】

上半期の主な取組

令和４年度 令和５年度

就職件数 395 538

新規求職申込件数 1,009 1,213

就職率 39.1％ 44.4％
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（６）障害者の就労促進

②中小企業をはじめとした障害者の雇入れ
支援等

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（６）障害者の就労促進

③改正障害者雇用促進法の円滑な施行

• 法改正の趣旨を踏まえ、事業主がキャリア形成の支援を含む
適正な雇用管理に一層取り組むよう、事業所訪問や求人受付
等様々な機会をとらえ、リーフレットを手交し、雇用の質の向上
に向け、事業主への周知・啓発を図るとともに、課題等を把握し
た場合は、必要な助言・支援等を実施

上半期の主な取組

「障害者が活躍できる職場づくりの
ための望ましい取組のポイント」 56



行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（６）障害者の就労促進

④精神障害者、発達障害者、難病患者等の
多様な障害特性に対応した就労支援

• 精神障害、発達障害、難治性疾患の専門的知識や支援経験を
有する精神障害者・発達障害者雇用トータルサポーターと、難
病患者就職サポーターを配置し、事業所に対する啓発、課題解
決のための相談援助や求職者に対する専門的なカウンセリン
グ等による支援を実施

• ハローワークの職業相談窓口において、職業訓練に関する情
報及び資料提供を行い、受講を勧奨

上半期の主な取組

57



行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（６）障害者の就労促進

⑤障害者の雇用を促進するためのテレワー
クの支援

• 事業所訪問、求人受理、定着支援等あらゆる機会を捉え、障害
者をテレワークにて雇用することに関心を持っていることが把
握された企業の担当者に対し、リーフレットを手交して企業向け
の相談窓口を案内

「障害者のテレワーク雇用を推進する企業向け相談窓口」リーフレット

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（６）障害者の就労促進

⑥公務部門における障害者の雇用促進・
定着支援

• 公的機関からの支援要請や障害者本人からの相談を受けて、
ハローワークに配置された職場適応支援者が、電話相談や職
場に出向いて支援を実施

• 公的機関に対して、「障害者職業生活相談員資格認定講習」及
び「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を実施し、職
業生活相談員の役割、障害特性、接し方、適職等についての
講義を実施

• 労働局の担当者が公的機関を訪問し、障害者専用求人の提出、
求職者情報の提供、ハローワークでのミニ面接会の開催等の
支援策について助言

「障害者職業生活相談員資格認定講習」及び
「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」

（６月30日に同時開催）

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（７）外国人に対する支援

①外国人求職者等に対する就職支援

• 高松新卒応援ハローワークの留学生コーナーに担当の就職支
援ナビゲーターを配置し職業相談等を実施

• ハローワーク高松の外国人雇用サービスコーナーに通訳員
１名を配置し職業相談を実施
（毎週火曜日の午前、木曜日の午後）

• 職業紹介にあたっては、求職者の日本語能力のレベルに合わ
せた事業所を紹介するなど個々の特性に応じた支援を実施

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（７）外国人に対する支援

②ハローワーク等における多言語相談支援
体制の整備

③外国人労働者の適正な雇用管理に関す
る助言・援助等の実施、外国人労働者の雇
用管理改善に取り組む企業への支援

• 外国人求職者の多いハローワーク高松、しごとプラザ高松、ハ
ローワーク丸亀に「多言語音声翻訳機器」を設置。必要に応じ
活用し、支援を実施

• 厚生労働省作成の多言語・やさしい日本語のリーフレット等も
活用し相談支援を実施

• 「事業所訪問指導等に係る計画」を策定し、雇用管理状況の確
認や改善のための助言等を実施

事業所訪問（指導）実施状況（９月末時点）：102件

• 厚生労働省ＨＰサイト「外国人労働者の人事・労務支援ツール」
の周知等により、雇用管理改善に取り組む事業主への支援を
実施

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（７）外国人に対する支援

④外国人雇用実態調査の実施

• 事業所訪問、雇用管理助言時に、リーフレット「外国人雇用実
態調査が始まります」を活用し、広く周知を図るとともに、調査
対象事業所に選定された際の協力を依頼

• 労働災害防止説明会において、事業主に対してリーフレットを
配布

• 経済団体訪問時にリーフレットを配布し、団体のＨＰ掲載、情報
誌掲載などによる周知・広報の協力を依頼。

上半期の主な取組
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行政運営方針
５ 多様な人材の活躍促進

（７）外国人に対する支援

⑥留学生の卒業後の活躍に向けた環境整
備

• 高松新卒応援ハローワークに外国人雇用管理アドバイザーを
配置し、事業主に対して雇用管理等に関する相談を実施

上半期の主な取組
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（１）柔軟な働き方がしやすい環境整備

①良質なテレワークの導入・定借促進

• 良質なテレワークの導入・定着促進するため、以下の取組を実
施

ア 「人材確保等支援助成金（テレワークコース）」のホームペー
ジへの掲載

イ 各種会議での関係資料の配布

ウ 働き方・休み方改善コンサルタントの企業訪問

上半期の主な取組

64



行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（１）柔軟な働き方がしやすい環境整備

②フリーランスと発注者との契約のトラ
ブル等に関する関係省庁と連携した相
談支援等

• フリーランスからの相談対応

① 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するための
ガイドライン」等に基づく説明

② 適切な相談窓口の案内

• フリーランスからの労働基準関係法令違反に係る申告対応
監督署において実態に基づく労働者性の有無を判断し、

① 所要の指導

② 日本年金機構等への情報提供

上半期の主な取組

フリーランスに係る労働者性の調査件数 ２件

（うち、労働者性が認められた件数） １件

（９月末現在）
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（１）柔軟な働き方がしやすい環境整備

②フリーランスと発注者との契約のト
ラブル等に関する関係省庁と連携し
た相談支援等

③副業・兼業を行う労働者の健康確保に
取り組む企業等への支援

④ワーク・ライフバランスを促進する休
暇制度・就業形態の導入支援による多様
な働き方の普及・促進

• フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知に係る、
関係法令のリーフレットを活用した内容の周知

• 副業・兼業、ワークライフバランスの促進等に係る選択的週
休３日制等を含め多様な働き方・休み方改革に取り組んでい
る企業の好事例の紹介等、働き方・休み方改善コンサルタント
を活用した啓発活動の実施。

※ 上半期実施件数 66件

上半期の主な取組
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

①長時間労働の抑制

• 年次有給休暇の取得促進について、周知用ポスター及びリー
フレットを活用し、以下の取組を実施

ア 行政機関及び各種事業者団体等へ周知依頼

※ 行政機関、関係団体等の送付数 約30機関

イ 労働局のホームページへの掲載

ウ 労基かがわ８月号への掲載

上半期の主な取組
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

①長時間労働の抑制
ア 生産性を高めながら労働時間の縮減
等に取り組む事業者等の支援

イ 時間外労働の上限規制適用猶予事
業・業種への労働時間短縮等に向けた
支援

• 中小企業等の事業場からの相談に対する支援
各監督署の「労働時間相談・支援班」による訪問支援を実施

• 「時間外労働の上限規制に関する説明会」
時間外労働の上限規制適用猶予事業・業種に対する説明会
を９月～１月に順次開催

• 「香川建設業関係労働時間削減推進協議会」を６月21日に開
催

上半期の主な取組

訪問支援実施件数 62件

（９月末現在）

対象業種等
説明会開催回数

上半期 下半期

医師 １回 ２回

トラック運転者 １回 ４回

タクシー・バス ０回 ２回

建設業 ２回 ３回
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

①長時間労働の抑制

イ 時間外労働の上限規制適用猶予事
業・業種への労働時間短縮等に向けた
支援

• 荷待ち時間の削減に係る発着荷主等への要請
各労働基準監督署の「労働時間相談・支援班」により実施

• 荷主、建設工事発注者、消費者等への協力の呼び掛け

① 香川労働局版のリーフレットを作成

② 香川労働局ホームページに特設ページを開設

上半期の主な取組

発着荷主等に対する要請実施件数 １０件

（９月末現在）

（荷主向け） （建設工事発注者向け） （消費者等向け）69



行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

①長時間労働の抑制

ウ 勤務間インターバル制度の導入促進

• 勤務間インターバル制度の導入等について、働き方・休み方改
善ポータルサイトの活用等の周知、働き方・休み方改善コンサ
ルタント等による啓発の実施。

※ 上半期実施件数 ６６件 （再掲）

上半期の主な取組
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

①長時間労働の抑制

エ 長時間労働の抑制に向けた監督指導
の徹底等

• 労働基準監督署において以下の事業場等に対して監督指導を
実施

① 各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時
間を超えていると考えられる事業場

② 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請
求が行われた事業場

上半期の主な取組

令和５年度の長時間労働に係る監督実施事業場 64事業場

（９月末現在）

【長時間労働が疑われる事業場に対する令和４年度の監督指導結果】

監督指導の実施事業場 316事業場

違法な時間外労働があったもの 145事業場

うち、時間外労働・休日労働の実績が最も長
い労働者の時間数が月80時間を超えるもの

44事業場

うち、月100時間を超えるもの 30事業場

うち、月150時間を超えるもの 10事業場

うち、月200時間を超えるもの １事業場

賃金不払残業があったもの 45事業場

過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 72事業場71



行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

①長時間労働の抑制

オ 長時間労働につながる取引環境の見
直し

②労働条件の確保・改善対策
ア 新型コロナウイルス感染症の影響を
踏まえた企業に対する適切な労務管理
に関する啓発指導等の実施

• 監督指導時の確認
監督指導において、長時間労働や賃金に係る法令違反が認

められた下請事業者等について、その背景に下請法及び独占
禁止法の違反が疑われる状況がないか確認を実施

• 企業に対する啓発指導
新型コロナウイルス感染症の影響等による労働者数約100

名の倒産事案に対し、局内関係部署と連携の上、直ちに情報
を収集するとともに、適切な労務管理がなされるよう監督指導
を実施

• 未払賃金立替払制度による労働者救済
事実上の倒産事案については、監督署において未払賃金立

替払制度を迅速に運用

上半期の主な取組

0
1
2
3
4
5
6

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

立替払認定決定状況
立替払認定決定企業数 ※令和５年度は９月末現在
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

②労働条件の確保・改善対策
イ 法定労働条件の確保等

ウ 裁量労働制の適正な運用

• 定期監督及び申告監督の実施

• 重大・悪質な事案に対する司法処分

• 裁量労働制にかかる指導

① 協定届及び決議届等の受理時の指導

② 裁量労働制の導入事業場に対する監督指導

上半期の主な取組

定期監督実施件数 491件

申告監督実施件数 67件

（９月末現在）

労働基準法・最低賃金法に係る送検件数 ３件

労働安全衛生法に係る送検件数 ３件

（９月末現在）

専門業務型裁量労働制に関する協定届 59件

専門業務型裁量労働制に関する決議届 25件

企画業務型裁量労働制に関する報告 68件

【裁量労働制に関する届出状況（令和４年）】

73



行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

②労働条件の確保・改善対策
エ 特定の労働分野における労働条件確
保対策の推進

• 外国人労働者関係

① 香川労働局、高松出入国在留管理局及び外国人技能実習
機構高松事務所による３者連絡会議を６月14日に出席

② 四国地域の国、県の関係機関等による「技能実習法に係る
四国地区地域協議会」を６月27日に開催

③ 技能実習生及び特定技能外国人を雇用する事業場に対す
る監督指導において、労働搾取目的の人身取引等が疑われ
る状況の有無の確認

④ 労働基準関係法令違反に係る、出入国在留管理局等への
通報

⑤ 特定技能外国人に係る死亡労働災害について法違反が認
められた事案１件を送検

上半期の主な取組

出入国在留管理局等への通報件数 ４件

出入国在留管理局等からの通報に基づき調査し、
回報した件数

６件

（９月末現在）
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

②労働条件の確保・改善対策

エ 特定の労働分野における労働条件確
保対策の推進

• 自動車運転者関係

① 自動車運転者を雇用する事業場に対する監督指導を実施
し、運行管理に関する重大な違反の疑いがあるもの等につ
いては、地方運輸機関への通報を実施

② 香川運輸支局との合同監督・監査を実施

• 障害者である労働者関係
障害者虐待のおそれのある情報を把握した際は、関係機関

への報告等による連携を図るとともに、労働基準関係法令に係
る情報については監督指導を実施

上半期の主な取組

四国（香川）運輸（支）局への通報件数 ３件

四国（香川）運輸（支）局からの通報に基づき調査
し、回報した件数

２件

（９月末現在）

香川運輸支局との合同監督・監査実施件数 １件

（９月末現在）
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

②労働条件の確保・改善対策

エ 特定の労働分野における労働条件確
保対策の推進

オ 「労災かくし」の排除に係る対策の一
層の推進

カ 各種権限の公正かつ斉一的な行使の
徹底

キ 社会保険労務士制度の適切な運営

• 各種説明会等のあらゆる機会を捉えて周知を実施

• 地方労働基準監察の実施
地方労働基準監察監督官制度に基づき、７月に全ての監督
署に対して地方労働基準監察を実施し、

① 行政指導の適正な実施及び監督権限等の公正かつ斉一
的な行使等について指導

② 中小企業に対する監督指導においては、法違反の解消に
向けた丁寧な助言、指導を指示

• 社会保険労務士の不正事案を把握した場合には、懲戒処分
の適正かつ厳格な実施のため、事実関係の迅速かつ適切な調
査を実施

上半期の主な取組

障害者虐待が疑われる情報を報告した件数 １件

労働基準関係法令に係る障害者虐待情報に
ついて監督指導を実施し、報告した件数

２件

（９月末現在）
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

③14次防を踏まえた労働者が安全で健康
に働くことができる環境の整備

• 香川労働局版第14次労働災害防止計画の策定と同計画に基
づく災害防止対策等の取組

上半期の主な取組

香川労働局第14次労働災害防止計画の概要

8つの重点事項

① 自発的に安全衛生対策に取り組む
ための意識啓発 ⑤ 個人事業者等に対する安全衛生対

策の推進社会的に評価される環境整備、災害情報の分析強
化、DXの推進

②
労働者（中高年齢の女性を中心に）
の作業行動に起因する労働災害防
止対策の推進

⑥ 業種別の労働災害防止対策の推進

製造業、陸上貨物運送事業、建設業

③ 高年齢労働者の労働災害防止対策
の推進

⑦ 労働者の健康確保対策の推進

メンタルヘルス、過重労働、産業保健活動

④ 多様な働き方への対応や外国人労
働者等の労働災害防止対策の推進

⑧ 化学物質等による健康障害対策の
推進

化学物質、石綿、粉じん、熱中症、騒音、電
離放射線

計画の期間

令和５年（2023年）４月１日～令和10年（2028年）３月31日 77



行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

③14次防を踏まえた労働者が安全で健康
に働くことができる環境の整備

ア 事業者が自発的に安全衛生対策に
取り組むための周知啓発等

• 香川労働局版第14次労働災害防止計画の策定と同計画に基
づく災害防止対策等の取組を周知
① 各労働基準監督署で６月に開催した安全週間周知会（県
内７か所約600社参加）、７月に開催した香川産業安全衛
生大会（約450名参加）での周知のほか、香川県内の災害
防止団体へ文書による協力依頼等を実施

• 香川産業安全衛生大会において、積極的に安全衛生対策に
取組む事業場（５社）に対して表彰を行い、事業者が自発的に
安全衛生大会に取組むことへの周知啓発を実施

上半期の主な取組

７月５日開催の香川産業安全衛生大会 78



行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

③14次防を踏まえた労働者が安全で健康
に働くことができる環境の整備

イ 労働者（中高年齢の女性を中心
に）の作業行動に起因する労働災害
防止対策の推進

• 作業行動に起因する労働災害の発生割合が高く、発生件数も
増加傾向にある小売業と介護施設について、小売業は香川県
内にて多店舗展開している事業場を構成員とし、介護施設関係
は社会福祉事業者関係団体、香川県の関係部署等を構成員と
した協議会をそれぞれ設置
９月には構成員を参集して協議会を開催
香川県内における関係事業者の労働災害防止に係る機運醸
成を図る

• 高年齢労働者による労働災害の防止、作業行動による労働災
害防止対策の説明会を香川産業保健総合支援センターと協力
し、５月（丸亀市約40名出席）と７月（高松市約60名出席）に開
催

上半期の主な取組

（（ ）内の％は災害全数（コロナ除く）に対して占める割合）

事故の型 令和４年 令和５年

転倒 195（25.9％） 197（25.6％）

動作の反動・無理な動作 81（10.8％） 95（12.3％）

【行動災害発生状況】 （９月末時点）
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

③14次防を踏まえた労働者が安全で健康
に働くことができる環境の整備

ウ 高年齢労働者、外国人労働者等の
労働災害防止対策の推進

• 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジ
フレンドリーガイドライン）を各労働基準監督署で６月に開催し
た安全週間周知会と９月に開催した労働衛生週間説明会、７月
に開催した香川産業安全衛生大会ほか各種説明会において周
知

• 外国人労働者の労働災害防止対策用の視聴覚教材の周知
（14次防の周知に合わせて実施）

上半期の主な取組

（新型コロナウイルスり患者除く）

令和４年 令和５年

全災害 内転倒災害 全災害 内転倒災害

男 女 男 女 男 女 男 女

20歳未満 11 4 0 0 12 7 0 0

20歳～29歳 78 20 7 1 71 17 7 3

30歳～39歳 60 26 8 7 72 24 5 7

40歳～49歳 110 39 15 12 112 46 14 11

50歳～59歳 119 67 23 33 122 65 26 30

60歳～69歳 86 55 17 33 84 65 17 44

70歳以上 32 38 14 25 38 35 11 22

合計 496 249 84 111 511 259 80 117

【年代別・男女別労働災害発生状況】 （９月末時点）
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

③14次防を踏まえた労働者が安全で健康
に働くことができる環境の整備

エ 個人事業者等に対する安全衛生対
策の推進

オ 業種別の労働災害防止対策の推進

• 労働局、各労働基準監督署で実施している安全衛生関係の説
明会にて周知（建設関係業者に対しては積極的に周知）

上半期の主な取組

【香川県内の労働災害発生状況】

（ ）内は死亡者数で死傷者数の内数

赤文字は新型コロナウイルス感染症のり患により被災した労働者数

（９月末時点）

令和４年 令和５年

業 種 死傷者数 コロナ 死傷者数 コロナ

製造業 (2) 204 8 (1) 200 1
建設業 (1) 87 5 (0) 89 1

運輸交通業 (0) 110 5 (1) 106 0
商業 (0) 118 4 (0) 119 2

保健衛生業 (0) 67 233 (0) 87 316
全産業 (4) 745 277 (2) 770 320

番
号

業 種 発生月
事故の型
年齢

発 生 状 況

１
運送
業

５月
墜落・転落
60歳代

プラント内での作業中，作業床の開口部から盛り上がった土
の上へ墜落して転がり、さらにＨ鋼に頭を打ち付けたもの。

２
製造
業

８月
はさまれ・巻き込まれ

80歳代
塗料容器の清掃作業を行っていたところ、塗料容器が上昇し
て塗料容器と容器上部にある乾燥炉に頭部を挟まれたもの。

【令和５年死亡災害一覧】 （９月末時点）
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

③14次防を踏まえた労働者が安全で健康
に働くことができる環境の整備

オ 業種別の労働災害防止対策の推進

• 建設業関係

① 全国安全週間期間中に隧道工事現場のパトロールを局・
署合同で実施、ほか、各労働基準監督署においても同週間
に合わせて労働災害防止対策の徹底、熱中症予防対策のた
めの建設現場パトロールを実施

② 建設業関係事業者に対する足場に係る法改正及び労働災
害防止対策の指導

③ 労働基準監督署においては、建設業労働災害防止協会香
川支部の各会員への研修会（県内５か所）、各地区の建設業
協会への指導、建設工事関係者連絡会議の開催等において
改正法の周知、災害防止指導

④ 建設現場に対する監督指導・個別指導を実施

⑤ 労働局においては、建設会社の四国地区における各社の
安全大会等（15回、約2,000人参加）において法改正の周知、
災害防止対策の説明（各大会においては四国内から建設業
者が参集。）

上半期の主な取組

7月3日
局・署合同で建設工事現場のパトロールを実施 82



行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

③14次防を踏まえた労働者が安全で健康
に働くことができる環境の整備

オ 業種別の労働災害防止対策の推進

• 製造業関係

① 全国安全週間周知会で各労働基準監督署より機械による
はさまれ・巻き込まれ災害の防止を重点とした災害防止対策
の周知

② 上記のほか労働基準監督署において製造業を対象とした
集団指導を２回実施し、労働災害防止を周知

③ 転倒災害の発生件数が一番多い業種でもあり、同種災害
防止についても周知

④ 労働局においても製造業を中心とする事業者団体の会議
等に出席し労働災害防止を周知（６団体約330人）

• 陸上貨物運送業関係

① トラックでの荷役作業時における安全対策の強化に関する
法改正を重点的に周知

② 陸上貨物運送事業労働災害防止協会香川支部の会員事
業場に対する指導（40名参加）

③ 各労働基準監督署において、全国安全週間周知会におけ
る説明のほか、道路貨物運送事業者への説明会（２回実施）、
個別指導等を実施

上半期の主な取組
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

③14次防を踏まえた労働者が安全で健康
に働くことができる環境の整備

オ 業種別の労働災害防止対策の推進

カ 労働者の健康確保対策の推進

㋐メンタルヘルス対策及び過重労働
対策等

㋑産業保健活動の推進

④ トラックでの荷役作業については、陸上貨物運送業以外の
業種にも該当することから、建設業、製造業に対しても法改
正を周知

• 監督指導、個別指導、集団指導等による周知・指導を継続して
実施

• 全国労働衛生週間の準備期間である９月に各労働基準監督署
で同週間に係る説明会（県内７か所）を実施し、メンタルヘルス、
過重労働対策等の周知とともに地域産業保健センターの利用
促進（下半期においても継続して利用促進を行う。）

• ９月は職場の健康診断実施強化月間でもあることから、労働衛
生週間の周知に合わせて同月間及びその取り組みである医療
保険者との連携等を周知

上半期の主な取組
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

③14次防を踏まえた労働者が安全で健康
に働くことができる環境の整備

キ 新たな化学物質規制の周知、石綿ばく
露防止対策の徹底

• 新たな化学物質規制の周知

① 令和４年２月及び５月に公布された新たな化学物質規制に
係る労働安全衛生関係法令について、各種説明会、監督指
導・個別指導にて周知

② 労働基準監督署で化学物質に重点を置いた説明会を３回
実施（同説明会は下半期にも計画している）

③ 新たな化学物質規制の周知を図るため、監督署の説明会
のみならず、中央労働災害防止協会、香川労働基準協会等
の関係団体が主催する説明会への参加勧奨

④ 化学物質対策の説明会は、下半期には労働局においても
臨時に実施予定

• 石綿ばく露防止対策関係

① 建設リサイクル法に基づくパトロールを６月に61現場に対し
て実施（香川県または高松市と各労働基準監督署による合
同パトロール）

② 個別指導等により現場への指導、解体工事等を行う建設
業店社への指導

上半期の主な取組
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

③14次防を踏まえた労働者が安全で健康
に働くことができる環境の整備

キ 新たな化学物質規制の周知、石綿ばく
露防止対策の徹底

ク その他の事項

③ 建物の解体等においては事前調査が必要であること、同
調査を行うには資格が必要になることを建設業関係者を中
心に周知

④ 建物の解体・改修工事の際には、事前調査が必要である
旨の周知を建設業者のみならず幅広い周知を実施

• 第10次粉じん障害防止総合対策の策定

• 職場における熱中症予防対策の推進

上半期の主な取組

【熱中症による死傷者数】 （R5は9月末現在）

発生年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年

休業4日以上の死傷者数 12 13 13 ９ ５ 10 ５

うち死亡者数 ２ ０ ０ ０ １ ０ ０
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

③14次防を踏まえた労働者が安全で健康
に働くことができる環境の整備

ク その他の事項

① 各種パトロール等前述の取組のほか、熱中症予防対策の
取組について香川災害防止団体連絡協議会会員（12団体）
と香川県警備業協会、香川県建設業協会あてに要請
また、７月が重点取組期間であることと香川県内では熱中

症による死傷者数の約９割が７月と８月に発症していること
から更なる取組強化の要請を実施

② 香川産業保健総合支援センターとの共催により５月23日
（オンライン開催）と６月22日の２回、熱中症対策の研修会
を実施

• 改訂された騒音障害防止のためのガイドラインの周知

上半期の主な取組
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

④労災保険給付の迅速・適正な処理

・被災労働者の迅速な保護を図るための迅速かつ公正な事務
処理の実施

【労災請求件数】

上半期の主な取組

令和２年度令和３年度 令和４年度
令和５年度
（９月末）

新規受給者 5,088 5,056 5,430 ―

脳・心臓疾患 ５ ４ ２ ２

精神障害 ６ ９ 10 ８

石綿疾患 12 11 ８ ６

新型コロナ感染症 42 84 998 274
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行政運営方針
６ 多様な選択を力強く支える環境整備

（２）安全で健康に働くことができる環境づく
り

⑤総合的なハラスメント対策の推進

• 職場におけるハラスメント等に関する雇用管理上の防止措
置義務の履行確保のため、厳正な指導を実施

【労推法に基づく報告請求実施件数（令和５年９月末現在）】

• カスタマーハラスメント、就活ハラスメント等を含めたハラスメン
トに対する対策の周知について、以下の取組を実施

ア 県内大学学生への講義

イ インターンシップ、模擬演習の実施

ウ 各種会議、関係団体主催セミナー等での資料配布

オ 報告請求におけるウェブサイト「あかるい職場応援団」等の
資料の配布

上半期の主な取組

実施事業場数 法違反の内容 助言件数

69事業場

うち情報あり
23事業場

パワーハラスメント防止措置 30件

研修の実施等 41件

事業主の責務（自らの言動） 27件
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行政運営方針
７ 労働保険適用徴収業務の適正な運営

（１）労働保険の未手続事業一掃対策の推

進と収納未済歳入額の縮減

① 未手続事業一掃対策の推進

• 関係行政機関、全国労働保険事務組合連合会香川支部と
連携し、労働保険未手続事業の把握に努めた

• 周知広報として、次の取組を実施

ア 労働局ホームページへの掲載

イ 労基かがわ11月号への掲載依頼

ウ 署所窓口、県内の地方公共団体、年金事務所、各種事業

主団体でのパンフレット等の配付

【未手続事業一掃対策の推進に係る年間計画・実績】

上半期の主な取組

【周知用リーフレット】

加入状況調査件数 計画件数（件） 実施件数（件） 実施率（％）

令和５年度 1,040 432 41.5

令和４年度 1,040 1,197 115.1

注：令和５年度の実施件数・実施率は９月末までの数値
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行政運営方針
７ 労働保険適用徴収業務の適正な運営

（１）労働保険の未手続事業一掃対策の推

進と収納未済歳入額の縮減

② 収納未済歳入額の縮減

• 次の事業場を重点事業場として、滞納整理を実施

ア 100万円以上の高額滞納事業場

イ 直近２年間で80％以上の保険料を滞納している事業場

• 毎月「滞納事業場一覧表」により消滅時効時期を確認し、債
務承認、一部納付等の手続きを行い、時効中断措置を講じた

• 周知広報として、次の取組を実施

ア 局署所窓口、年度更新受付会場、各種説明会で口座振替

納付制度の利用促進に関するリーフレットを配布

イ 局ホームページに掲載

【滞納整理により領収した件数・金額】

上半期の主な取組

【周知用リーフレット】

件数（件） 金額（円）

令和５年度 130件 4,163,309円

令和４年度 166件 4,913,309円

注：各年度９月末の実績
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行政運営方針
７ 労働保険適用徴収業務の適正な運営

（２）電子申請の利用促進 • 周知広報として、次の取組を実施

① 年度更新受付会場や局労働保険徴収室内に電子申請体験
コーナーを設置

② 事業場に対して電子申請の利用に関するアンケートを行い、
関心を示した事業場に電子申請操作方法などを整理した資
料を送付

【年度更新申告書を電子申請で手続きした件数】

上半期の主な取組

年度更新申告書電子申請件数（件）

令和５年度 3,072

令和４年度 2,686

【周知用リーフレット】
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